
令和2年度判事補基礎研究会
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０５９ 10:00 12:00

講演と意見交換

｢裁判官の成長とマネジメント」

弁護士（元横浜地方裁判所長）

富田善範

10:00 12:00

共同研究

｢外部経験を生かす」

1班静岡家裁判事補 藤枝祐人

2班岐阜地裁判事補 木野村瑛美子

3班金沢地裁判事補 佐野尚也

4班岡山地裁判事補 日野正実

13:00 15:00

説明と意見交換

｢裁判所の組織，組織運営を考える
－裁判所書記官との協働など一」

総務局第一課長石井芳明

人事局総務課長福島直之

15:20 17:20

説明と意見交換

｢裁判所の広報について」

最高裁事務総局広報課長

大須賀寛之

13:00

意見交換

15:00115:20

(班別）

｢より良い裁判を目指して－左陪席の役割」

a班司研教官矢尾和子

b班司研教官岡崎克彦

c班司研教官香川徹也

d班司研教官中丸 隆

16:50

e班司研教官矢尾和子

f班司研教官岡崎克彦

g班司研教官香ノ| ｜ 徹也

h班司研教官篠田賢治



令和2年度判事補基礎研究会
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（高等裁判所経由）

司研企一第588号

（入る－20-B)

令和2年9月18日

静岡家庭裁判所長殿

司法研修所長栃木 力

講師の派遣について（依頼）

当研修所において実施する研究会に，下記のとおり講師を派遣してください。

記

1 講師 判事補藤枝祐人

2 日時 10月23日 （金）午前10時から午後零時まで

3 場所 司法研修所別館

4研究会の名称令和2年度判事補基礎研究会

5 内容 共同研究「外部経験を生かす」

担当係 事務局企画第一課企画係（東海林，青山，黒崎）

(企画係直通）電話



（高等裁判所経由）

司研企一第589号

（入る－20-B)

令和2年9月18日

岐阜地方裁判所長殿

司法研修所長栃木 力

講師の派遣について（依頼）

当研修所において実施する研究会に，下記のとおり講師を派遣してください。

記

1 講師 判事補木野村瑛美子

2 日時 10月23日 （金）午前10時から午後零時まで

3 場所 司法研修所別館

4研究会の名称令和2年度判事補基礎研究会

5 内容 共同研究「外部経験を生かす」

担当係 事務局企画第一課企画係（東海林，青山，黒崎）

(企画係直通）電話



（高等裁判所経由）

司研企一第590号

（入る－2O-B)

令和2年9月18日

金沢地方裁判所長殿

司法研修所長栃木 力

講師の派遣について（依頼）

当研修所において実施する研究会に，下記のとおり講師を派遣してください。

記

1 講師 判事補佐野尚也

2 日時 10月23日 （金）午前10時から午後零時まで

3 場所 司法研修所別館

4研究会の名称令和2年度判事補基礎研究会

5 内容 共同研究「外部経験を生かす」

担当係 事務局企画第一課企画係（東海林，青山，黒崎）

(企画係直通）電話



（高等裁判所経由）

司研企一第591号

（入る－20-B)

令和2年9月18日

岡山地方裁判所長殿

司法研修所長栃木 力

講師の派遣について（依頼）

当研修所において実施する研究会に，下記のとおり講師を派遣してください。

記

1 講師 判事補 日 野正実

2 日時 10月23日 （金）午前10時から午後零時まで

3 場所 司法研修所別館

4研究会の名称令和2年度判事補基礎研究会

5 内容 共同研究「外部経験を生かす」

担当係 事務局企画第一課企画係（東海林，青山，黒崎）

(企画係直通）舌言口Ｐｊ壺里



裁判官の成長とマネジメント(レジユメ） 【司法研修所2020/10/22】

富 田善範

1 10年目、 20年目を目指して何を考えるべきか。

（1）判事任官、再任時に何を期待されているか。

ア判事任官（10年）

・単独体裁判

・支部長

イ判事再任（20年）

・合議体裁判長

・部総括

(2)今から何を考えるべきか

ア裁判運営

イ組織運営（管理職の観察）

・部総括、支部長、主任書記官

・外部組織

2裁判所におけるマネジメント

（1）コロナと司法行政

(2)組織とマネジメント

ア一般の組織（会社、行政庁）

上命下服

国家公務員法98条 「聯

つ、上司の職務上の命令に肝

家公務員法98条 「職員は、その職務を遂行するについて、

上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない｡」

法令に従い、且

社長

情報 ↑

部長

情報 ↑

課長

情報 ↑

課員

(大臣）

↓ 指示・命令

(局長）

↓ 指示・命令

(課長）

↓ 指示・命令

(課員）



情報の共有と組織としての決定

報告連絡相談の重要性

上司に上げるべき情報の取捨選択

マネジメントの潮流の変化

リーダーシップ重視から構成員の自発的行為をもたらすマネジメントへ

構成員の能力発揮とやりがい重視

参考図書：佐々木圭吾「みんなの経営学」 （日本経済新聞出版社）

野中郁次郎＝勝見明「共感経営」 （同上）

イ

(3)

ア

裁判所の組織の特徴

裁判所の組織（司法行政事務について）

裁判権、裁判事務と司法行政、司法行政事務

裁判所法29条司法行政事務所長裁判官会議各地方裁判所長が総括

80条職員監督権限←組織体である裁判所

高等裁判所＝地方裁判所及び職員に対する監督権

81条裁判権との関係

条
条
条

０
９
０

３
５
６

事務局裁判所の庶務

事務局長所長の監督を受け事務局事務を掌理職員を指揮監督

裁判所書記官裁判官の命令（裁判事務）

下級裁判所事務処理規則

3条支部長支部の事務を総括

4条部の設置部総括部の事務を総括

20条司法行政事務の委任

24条事務局の課課長の職務事務を掌理

大法廷首席書記官等に関する規則

3条首席書記官

裁判所書記官等の一般執務について指導監督訟廷事務

5条主任書記官

部に配置された書記官等の一般執務について指導監督

8条権限法令に定める裁判官、書記官等の権限に影響を及ぼし、これ

を制限することはない。

－2‐



イ裁判所組織における裁判官の責任と問題点

司法行政事務全般に対する裁判官会議による監督

地裁における所長の総括

支部における支部長の総括

部における部総括の総括

首席書記官→主任書記官を通じて書記官等の一般執務についての指導監督

事務局長今事務局（庶務）についての指揮監督

→一般の組織に比べて特異、複雑

･情報の共有がスムーズにいかないことがある。

裁判部（裁判官室、書記官室)、首席（訟廷)、事務局

特にマスコミ関係についての連携

･裁判官の責任

裁判官会議を通じての連帯責任の自覚

部単位での裁判の遂行と司法行政

首席書記官の指導監督と部の関係

ウ総括と指揮命令

部総括と部長の違い

部総括のマネジメント

(4)裁判所におけるマネジメント （陪席裁判官のかかわり方）

ア情報の共有

裁判所における情報不足

部内での情報共有の重要性

意見交換

日頃からの付き合いと意見の出しやすい環境作り

事件進行上のブリーフィング

イ

ウ総括

チームマネジメント

‐3‐



エ指導・育成

首席書記官、事務局長.との意見交換

3 司法と社会のギャップ

（1）迅速化検証

裁判の迅速化に関する法律施行後17年

なぜ迅速化が進まないか。

(2)法曹三者の意識と当事者

(3)訴訟マネジメントの重要性とIT化への期待

4転勤・外部経験の充実に向けて

（1）職員との付き合い

(2)外部経験

ア組織の一員になりきる。

イ組織・管理職の観察

ウ職員との付き合い

(3)趣味・スポーツの重要性

－4‐



裁判所法（抄）

第二章地方裁判所

（構成）

第二十三条 各地方裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成

する。

（一人制・合議制）

第二十六条 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判

官でその事件を取り扱う。

2 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。 ただし、法

廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の

定めがあるときは、その定めに従う。

一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件

二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁銅に当たる罪

（刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその

未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）第一条

ノー第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止

及び処分に関する法律（昭和五年法律第九号）第二条又は第三条の罪を除

く。） に係る事件

三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命

令に対する抗告事件

四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定め

られた事件

3 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長と

する。

（司法行政事務）

第二十九条 最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人に各地方裁判

所長を命ずる。

2 各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるもの

とし、各地方裁判所長が、 これを総括する。

3 各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地

方裁判所長が、その議長となる。

（事務局）

第三十条 各地方裁判所の庶務を掌らせるため、各地方裁判所に事務局を

置く。

第三章家庭裁判所

（構成）

1



●

第三十一条の二 各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを

構成する。

（一人制・合議制）

第三十一条の四 家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定

する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。

2 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。 ただし、審

判を終局させる決定並びに法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の

事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。

一 合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件

二 他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定

められた事件

3 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長と

する。

（地方裁判所の規定の準用）

第三十一条の五 第二十七条乃至第三十一条の規定は、家庭裁判所にこれ

を準用する。

（事務局長）

第五十九条 各高等裁判所、各地方裁判所及び各家庭裁判所に事務局長を

置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、 これを補する。

2 各高等裁判所の事務局長は、各高等裁判所長官の、各地方裁判所の事

務局長は、各地方裁判所長の、各家庭裁判所の事務局長は、各家庭裁判所

長の監督を受けて、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

（裁判所書記官）

第六十条 各裁判所に裁判所書記官を置く。

2 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び

保管その他他の法律において定める事務を掌る。

3 裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官

の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調

査を補助する。

4 裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。

5 裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判

官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認める

ときは、 自己の意見を書き添えることができる。

（評議の秘密）

第七十五条 合議体でする裁判の評議は、 これを公行しない。 但し、司

法修習生の傍聴を許すことができる。

2



2 評議は、裁判長が、 これを開き、且つこれを整理する。 その評議の

経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、 この法律に特別

の定がない限り、秘密を守らなければならない。

第六編司法行政

（司法行政の監督）

第八十条 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行

う。

一 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監

督する。

二 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判

所及びその職員を監督する。

三 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判

所及びその職員を監督する。

四 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。

五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判

官以外の職員を監督する。

（監督権と裁半ll権との関係）

第八十一条 前条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、又はこれ

を制限することはない。
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下級裁判所事務処理規則（抄）

第三条高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の各支部に勤務する裁判

官が一人のときは、その裁判官を支部長とし、二人以上のときは、最高裁

判所がそのうちの一人に支部長を命ずる。

2 支部長は、 当該支部の事務を総括する。

第四条各高等裁判所及び各地方裁判所に部を置く。高等裁判所及び地方

裁判所の支部並びに家庭裁半|｣所及び家庭裁判所の支部に部を置くことがで

きる。

2 部の数は、最高裁判所が当該高等裁判所の長官又は当該地方裁判所若

しくは家庭裁判所の所長の意見を聞いて、 これを定める。

3 部には、合議体を構成するに足りる裁判官を置く。

4 部に属する裁判官のうち一人は、部の事務を総括する。

5 前項の規定により部の事務を総括する裁判官は、高等裁判所長官、地

方裁判所長、家庭裁判所長又は知的財産高等裁判所長若しくは高等裁判所、

地方裁判所若しくは家庭裁判所の支部長が属する部においては、その者と

し、その他の部においては、毎年あらかじめ、最高裁判所が、 当該高等裁

判所の長官又は当該地方裁判所若しくは家庭裁判所の所長の意見を聞いて、

指名した者とする。

6 最高裁判所は、前項の指名を受けた裁判官に病気その他の事由により

引き続き差支のあるときは、 当該高等裁判所の長官又は当該地方裁判所若

しくは家庭裁判所の所長の意見を聞いて、その指名を取り消すことができ

る。

第五条合議体は、一の部又は支部の裁判官でこれを構成する。

2 合議体では、第三条第二項又は前条第四項の裁判官が裁判長となる。

但し、部が置かれない家庭裁判所においては、家庭裁判所長が裁判長とな

る。

3 前項の裁判官に差し支えのあるときは、第六条第一項又は第三項の規

定により定められた順序により、他の裁判官が裁判長となる。

第六条高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所における裁判事務の分配、

裁判官の配置及び裁判官に差支のあるときの代理順序については、毎年あ

らかじめ、 当該裁判所の裁判官会議の議により、 これを定める。

2 各部又は各支部の裁判官に対する裁判事務の分配は、 当該部又は当該

支部において、 これを定める。

3 前二項の規定にかかわらず、知的財産高等裁判所における裁判事務の

分配、裁判官の配置及び裁判官に差し支えのあるときの代理順序について

は、毎年あらかじめ、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議の議に
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より、 これを定め、知的財産高等裁判所の各部の裁判官に対する裁判事務

の分配は、 当該部において、 これを定める。

第七条前条第一項又は第三項（各部の裁判官に対する裁判事務の分配に

係る部分を除く。）の規定により定められた事務の分配、裁判官の配置及び

裁判官に差し支えのあるときの代理順序は、一の部の事務が多過ぎる場合、

裁判官が退官、転官又は転所した場合その他長期にわたる欠勤等のために

裁判官に引き続き差支のある場合を除いては、 司法年度中、 これを変更し

ない。

第十条の二第四条の部に裁判所書記官及び裁判所速記官を置く。

2 各地方裁判所及び各家庭裁判所の裁判官で第四条の部に属しないもの

及び各簡易裁判所の裁判官は、前項の規定の適用については、第四条の部

とみなす。

第十二条裁判官会議は、高等裁判所においては高等裁半ll所長官が、地方

裁判所においては地方裁判所長が、家庭裁判所においては家庭裁判所長が、

必要に応じてこれを招集する。

第十三条各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所の判事（判事の

権限を有する判事補を含む。）の三分の一以上が会議の目的及び招集の理由

を明らかにして請求したときは、高等裁判所長官、地方裁判所長又は家庭

裁判所長は、速やかに裁判官会議を招集しなければならない。

第十四条裁判官会議の議に付すべき事項は、 あらかじめ、 当該裁判官会

議を組織する各裁判官にこれを通知しなければならない。但し、緊急やむ

を得ない場合は、 この限りでない。

第十五条裁判官会議は、公開しない。但し、裁判官会議の許可を受けた

者は、 これを傍聴することができる。

2 判事補（判事の権限を有する者を除く。）及び高等裁判所、地方裁判所

又は家庭裁判所の裁判官の職務を行う裁判官は、所属の裁判所又は当該職

務を行う裁判所の裁判官会議に出席して、意見を述べることができる。

3 事務局長は、裁判官会議に出席して、意見を述べることができる。但

し、裁判官会議において適当と認めるときは、その出席を拒み、又はこれ

を退席させることができる。

4 首席書記官及び首席家庭裁判所調査官は、所管事務に関し、裁判官会

議に出席して、意見を述べることができる。 この場合においては、前項但

書の規定を準用する。

5 裁判官会議において適当と認めるときは、 当該裁判官会議を組織する

裁判官以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聞くことができる。

第十六条裁判官会議は、 当該裁判官会議を組織する裁判官の半数以上が
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出席しなければ決議をすることができない。

第十七条裁判官会議の議事は、 出席裁判官の過半数で、 これを決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。

第十九条緊急の事情のため裁判官会議を開くことができない場合には、

高等裁判所長官、地方裁判所長又は家庭裁判所長は、応急の措置を講ずる

ことができる。 この場合には、次の裁判官会議において承認を得なければ

ならない。

第二十条司法行政事務は、裁判官会議の議により、その一部を当該裁判

官会議を組織する一人又は二人以上の裁判官に委任することができる。

2裁判官が、前項の規定により、その委任された事務を処理したときは、

次の裁判官会議にこれを報告しなければならない。

第二十四条各高等裁判所の事務局に総務課、人事課及び会計課を、各地

方裁判所及び各家庭裁判所の事務局に総務課及び会計課を置く。

2 高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の各支部並びに各簡易裁判所

に庶務課を置く。

3 前項の規定にかかわらず、 矢ﾛ的財産高等裁判所事務局に庶務第一課及

び庶務第二課を置く。

4 第二項の規定にかかわらず、最高裁判所の指定する簡易裁判所に、 そ

の庶務をつかさどらせるため、事務部を置く。事務部に第一課及び第二課

を置く。

5 各高等裁判所、各地方裁判所及び各家庭裁判所の事務局に事務局次長

一人（最高裁判所の指定する裁判所にあっては最高裁判所の定める員数）

を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、 これを補する。事務局次

長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

6 知的財産高等裁判所事務局に知的財産高等裁判所事務局長を置き、裁

判所事務官の中から、最高裁判所が、 これを補する。知的財産高等裁判所

事務局長は、知的財産高等裁判所長の監督を受けて、知的財産高等裁判所

事務局の事務を掌理し、知的財産高等裁判所事務局の職員を指揮監督する。

7 第四項に規定する事務部に事務部長を置き、裁判所事務官の中から、

最高裁判所が、 これを補する。事務部長は、簡易裁判所の司法行政事務を

掌理する裁判官の監督を受けて、事務部の事務を掌理し、事務部の職員を

指揮監督する。

8 各課に課長一人を置き、 当該裁判所に勤務する裁判所事務官で最高裁

判所の定める基準に該当するものの中から、高等裁判所の課長については

当該高等裁判所が、地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の課長につい

ては当該裁判所の所在地を管轄する高等裁半ll所が、これを命ずる°課長は、
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上司の命を受けて課の事務を掌理する。

9 各課の組織及び所掌事務に関しては、最高裁判所が別に定める。

10 裁判所は、特別の事情があるときは、最高裁判所の認可を得て、第

一項及び第二項の規定に異なる定をすることができる。
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大法廷首席書記官等に関する規貝リ （抄）

（大法廷首席書記官及び小法廷首席書記官）

第一条最高裁判所に大法廷首席書記官及び小法廷首席書記官を置く。

2 大法廷首席書記官及び小法廷首席書記官は、大法廷又は当該小法廷に

配置された裁判所書記官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中か

ら最高裁判所が命ずる°

3 大法廷首席書記官は、最高裁判所の裁判所書記官の一般執務について

指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる。

4 小法廷首席書記官は、 当該小法廷に配置された裁判所書記官の一般執

務について指導監督する。

（訟廷首席書記官）

第二条最高裁判所に訟廷首席書記官を置く。

2 訟廷首席書記官は、大法廷に配置された裁判所書記官で最高裁判所の

定める基準に該当するものの中から最高裁判所が命ずる。

3 訟廷首席書記官は、大法廷首席書記官の命を受け、訟廷事務をつかさ

どる外、大法廷及び小法廷の庶務に関する事項を整理する。

（首席書記官）

第三条高等裁判所及び地方裁判所に民事の首席書記官及び刑事の首席書

記官を、最高裁判所の指定する家庭裁判所に家事の首席書記官及び少年の

首席書記官を、その他の家庭裁判所に首席書記官を置く。

2 最高裁判所の指定する簡易裁判所に民事の首席書記官及び刑事の首席

書記官又は首席書記官を置く。

3 首席書記官は、 当該裁判所（支部を除く。）の裁判所書記官で最高裁判

所の定める基準に該当するものの中から最高裁判所が命ずる。

4 高等裁判所及び地方裁判所の民事の首席書記官及び刑事の首席書記官

は、 当該裁判所の民事又は刑事の事務を取り扱う裁判所書記官及び裁判所

速記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる。

5 第一項の規定による指定を受けた家庭裁判所の家事の首席書記官及び

少年の首席書記官は、 当該家庭裁判所の家事又は少年の事務を取り扱う裁

判所書記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどり、

その他の家庭裁判所の首席書記官は、 当該家庭裁判所の裁判所書記官の一

般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどる。

6 第二項の規定による指定を受けた簡易裁半ll所の民事の首席書記官及び

刑事の首席書記官は、 当該簡易裁判所の民事又は刑事の事務を取り扱う裁

判所書記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつかさどり、

同項の規定による指定を受けた簡易裁判所の首席書記官は、 当該簡易裁判
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所の裁判所書記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつか

さどる。

（主任書記官）

第五条高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所に主任書記

官を置く。

2 主任書記官は、部又は部とみなされるものに配置された裁判所書記官

で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から、高等裁判所の主任書

記官については当該高等裁判所が、その他の裁判所の主任書記官について

は当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が命ずる。

3 主任書記官は、 当該部又は部とみなされるものに配置された裁判所書

記官及び裁判所速記官の一般執務（主任速記官の置かれている部又は部と

みなされるものにあっては、 これに配置された裁判所速記官の一般執務を

除く。） について指導監督する。

4 高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の支部（知的財産高等裁判所

及び次席書記官の配置された支部を除く。）又は簡易裁判所（第三条第二項

の規定による指定を受けた簡易裁判所を除く。）の主任書記官が二人以上で

あるときは、上席の主任書記官が、 当該支部又は簡易裁判所の裁判所書記

官及び裁判所速記官の一般執務について指導監督し、かつ、訟廷事務をつ

かさどる。

5高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の支部又は簡易裁判所の主任

書記官が一人であるときは、その主任書記官が、 当該支部又は簡易裁判所

の訟廷事務をつかさどる。

第八条この規則に定める大法廷首席書記官、小法廷首席書記官、訟廷首

席書記官、首席書記官、知的財産高等裁判所首席書記官、次席書記官、総

括主任書記官、主任書記官、主任速記官、訟廷管理官、裁判員調整官及び

速記管理官の権限は、裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）その他の

法令に定める裁判官、裁判所書記官及び裁判所速記官の権限に影響を及ぼ

し、又はこれを制限することはない。
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【資料1】

(資料)裁判所における男女別･試験別採用状況

注1 （ ）内は女性を内数で示し， ［ ］内は総数に対する女性の割合である。

2各年度の4月1日時点の採用者数を取りまとめたものである。

令和2年度

(2019年度試験）

平成31年度

(平成30年度試験）

平成30年度

(平成29年度試験）

平成29年度

(平成28年度試験）

平成28年度

(平成27年度試験）

事
務
官 院

卒
者

大
卒
程
度

総
合
職
（
裁
判
所
事
務
官
）

一
般
職
（
裁
判
所
事
務
官
）

大
卒
程
度

高
卒
者

15

（ 6） ［ 40.0％］

8

（ 1 ） ［ 12.5％］

7

（ 5） ［ 71.4％］

447

（ 290） ［ 64.9％］

62

（ 37） ［ 59.7％］

19

（ 4） ［ 21.1％］

9

（ 1 ） ［ 11.1％］

10

（ 3） ［ 30.0％］

379

（ 217） ［ 57.3％］

51

（ 30） ［ 58.8％］

21

（ 5） ［ 23.8％］

10

（ 3） ［ 30.0％］

11

（ 2） ［ 18.2％］

368

（ 199） ［ 54.1％］

45

（ 25） ［ 55.6％］

10

（ 1 ） ［ 10.0％］

5

（ 0） ［ 0.0％］

5

（ 1 ） ［ 20.0％］

352

（ 190） ［ 54.0％］

38

（ 18） ［ 47.4％］

11

（ 6） ［ 54.5％］

4

（ 3） ［ 75.0％］

7

（ 3） ［ 42.9％］

277

（ 154） ［ 55.6％］

28

（ 18） ［ 64.3％］

家
調
補 院

卒
者

大
卒
程
度

総
合
職
（
家
庭
裁
判
所
調
査
官
補
）

48

（ 33） ［ 68.8％］

10

（ 4） ［ 40.0％］

38

（ 29） ［ 76.3％］

45

（ 35） ［ 77.8％］

9

（ 6）［ 66.7％］

36

（ 29） ［ 80.6％］

39

（ 25） ［ 64.1％］

11

（ 5） ［ 45.5％］

28

（ 20） ［ 71.4％］

42

（ 33） ［ 78.6％］

（

11

9） ［ 81.8％］

31

（ 24） ［ 77.4％］

42

（ 36） ［ 85.7％］

9

（ 9） ［ 100.0％］

33

（ 27） ［ 81.8％］

計

572

（ 366） ［ 64.0％］

494

（ 286） ［ 57.9％］

473

（ 254） ［ 53.7％］

442

（ 242） ［ 54.8％］

358

（ 214） ［ 59.8％］
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【資料3】
超過勤務命令の上限

|陰 原則として1箇月について45時間かつ1年について360時間の範囲内(他律的｜｜ な業務(業務量業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難 ，
！ な業務）の比重の高い部署（他律的部署）に勤務する職員に対しては， 1箇月に ！
’ ついて100時間未満， 1年について720時間かつ2～6箇月平均80時間等の範囲
内）で，必要最小限の超過勤務を命ずるものとする ，

｜

ノ※超過勤務手当が支給されない管理職員も含め，勤務時間法が適用される職員全てが対象
、

ー■一一一Fー

①原則 ②他律的な業務の比重の高い部署

上限

◆月100時間未満

◆年720時間以下

◆2～6箇月平均80時間以下(注）

◆月45時間超は年6箇月まで

超過勤務 （篭朗､蕊錨闘鶏月。
平均が80時間以下であることをいう。

.~~~~~~~二二二二~己~三二三二~~ニラ~~~~~~~~~~~~‐

｜ 正規の勤務時間 I

上限
◆月45時間以下

◆年360時間以下

超過勤務

Ｆ
１
Ｌ

可

P

正規の勤務時間

③勤務する部署が他律的な業務の比重の高い部署から原則の部署となった職員の上限

［ 部署異動 1
上限1 ‐ :=二毒一一二一一一≦一一一一一一一=－

｜ ◆月100時間未満

◆年720時間以下

◆2～6箇月平均80時間以下

◆月45時間超は年6箇月まで

■■■■■

｜◆月45時間以下◆※の期間の月数に
｜◆年720時間以下30時間を乗じて

超過勤務 得た時間

i 卜限

一一一一一一一一一一一一一一一’一一一－一一一一一一一国一一‘■･
’

1

可
』正規の勤務時間

I

星

部署の異動が生じた日から当該日が

属する月の末日までの期間（特定期間）
特定期間の末日の翌日から

1年の末日までの期間※

ロ 「月」は月の初日から末日までの期間

ロ 「年」は4/1から翌年3/31までの期間



地方裁判所の組織と権限(本庁） 裁判官会議

【資料4】
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首席書記官
部総括歴

歴

事務局長

次長
｢茨肩薑記盲司次席書記官

裁判官 裁判官

訟廷管理官
課長

｢富I菅蓮罰畠|l管理官
主任書記官

補佐 専門官

係長
書記官

専門職 専門職
書記官 書記官調査員主任事

務
局

主任
事務官 部訟

廷
事務官

､
ノ

、
ノ

、
ダ

裁判所の庶務(裁30）

（事務局の事務(裁59②)）

、
〃

訟廷事務(大法廷3等）、
〆

、
〆

、
〆

一

ー● ■■■ ●ー･ ■■■ a l■■■ ● 1■■■ ◆ー●ー● 1■■■ ●ー● 4■■■ ● 』■■■ ● '■■■ ●ー由一●ー｡－争一●ー● I■■■ ●ー●ー①ー●ー･ーeー■ー■ ■■■ ● ｲ■■■ ●ーG 1■■■ ＆ '■■■ ■ー●－●ーのー● 1■■■ ● ■■■ p ■■■ ● q■■■ ､ q■■■ ●ー● ■■■



【資料5】

1裁判所職員採用試験

2裁判所職員総合研修所裁判所書記官養成課程入所試験(CE)

3裁判所書記官任用試験(CA)

試験区分

総合職試験

(裁判所事務官･家庭裁判所調査官補）

(院卒者区分） (大卒程度区分）

一般職試験
(裁判所事務官）

(大卒程度区分） (高卒者区分）

受験資格
30歳未満であって，
院卒及び院卒見込みの

者

21歳以上
30歳未満の者

21歳以上
30歳未満の者

高卒見込み及び高校卒
業後2年以内の者（中学

卒業後2年以上5年未満
の者も受験可）

第1次試験

基礎能力試験(多肢選択式）

専門試験(多肢選択式）
※裁判所事務官のみ

専門試験(多肢選択式） 作文試験

第2次試験

政策論文試験 小論文試験

専門試験(記述式）

裁判所事務官＝人物試験(個別面接）
家庭裁判所調査官補＝人物試験I(個別面接),人物試験Ⅱ(集団討論及び個別面接）

第3次試験
人物試験（集団討論及び個別面接）
※裁判所事務官のみ

養成課程 第一部 第二部

受験資格
■

在職年数

大学法学部卒業者
年齢不問

大学法学部卒業者以外の者

23歳以上
在職1年

試験科目

筆記試験(論文式）
憲法,民法,刑法及び
民事訴訟法又は刑事訴訟法

筆記試験(論文式）
憲法,民法,刑法

口述試験

受験資格
●

在職年数

総合職試験(裁判所事務官)又は旧事務官I種試験等合格者在職4年

一般職試験(裁判所事務官･大卒程度区分)又は旧事務官Ⅱ種試験等合格者在職5年
※法学部卒業者は1年短縮

その他の者在職9年
※法学部卒業者は1年短縮

試験科目

筆記試験(論文式）
憲法,民法,刑法及び民事訴訟法(規則含む)又は刑事訴訟法(規則含む）

口述試験

実務試験



【資料6】

各裁判所の組織は,大別すると，

｢裁判部門｣と｢司法行政部門｣に分けられま説
ー一一

I司法行政部門
司法行政部門では,事務局(総務課人事課会計課等)が

設置され,裁判事務の合理的･効率的な運用を図るため，

人や設備などの面で裁判部門を支援する職務を裁判所

事務官などが行っています。

I裁判部門
裁判部門では,各種の事件を裁判官が審理･裁判しますが，

その裁判を支える職種として,裁判所書記官,家庭裁判所

調査官,裁判所事務官などが置かれています。

■
■
■
■
日
日
９
口
■
Ⅱ
■
ｒ
■
Ｂ
■ ’家庭裁判所の一例

裁判部門 ’ ；司法行政部門

当lll

地方裁判所の一例

裁判部門 司法行政部門

’ ｜
’’ ’ ｌ

家
事
部

’ ’

｜

I

民
事
部

| ｜人刑
事
部

総
務
課

会
計
課

少
年
部

総
務
課

事
課

[_Ⅱ…~」|－

キャリアパス
裁判所では,学歴や採用年次などにとらわれることなく選考により管理職に昇任する仕組みをとっています｡日々のOJT

や研修などによりスキルアッブを図ることができ,全ての職員に対して意欲と能力に応じた多様なキヤリアバスが開かれて

います。

昇進の具体的イメージは次のとおりです｡異動･昇進は裁判部と事務局相互間でも行われます。

…

裁判所書記官し 主任害記官(訟廷管理官） ｜ア 次席書記官 D〃 首席書記官裁判所事務官

…

事務局長 ’事務局長| 諜長繍僅 ’
1

課長補佐 課長 事務局次長係長 しし 似惨

…

次席

家庭裁判所

調査官

首席

家庭裁判所

調査官

家庭裁判所 O 主任家庭裁判所調査官 p
調査官

，

※本パンフレットに登場する職員の所属･官職は，すべて平成29年4月1日現在のもので一弐

家庭裁判所

調査官補



【資料7】

裁判所における人事評価の活用イメージ
、〆

門

人事評価シート （前々年度分) IB
国家公務員法

／ ，任用，給与等は、
人頭:評価に其づいて行う

（27条の2） 人事評価シート （前年度分）

・一般恥給与法

人事院規則8－12
人事院規則9－8

人事院規I!1l9-40

人事評価シート

半期

(10月～3月）
、 ノ

/ｰ ＼
・昇任・降任・転任は

職制上の段階の

標準的な’閥職に係る

標準職務遂行能力

及び適性の有無を

判断することにより行う

（58条）

標準的な官職（蛾耐裁規則

標準職務遂行能ﾉノ （通達）

・職制上の段階等（辿達）
勤勉手当
（人規9－40）

直近半期分
｜

（
※この他に，年間評価シート （能力）は， 人材.育成や任用配

置の資料としても活用されます。
、 ノ

ノ



【資料8】

行政職俸給表

イ行政職俸給表(一）

円

362,900

365,500

367,900

370,500

372,400

374,900

377,200

379,700

382,100

384,800

387,400

390,100

392,500

394,800

397,000

399,400

401,200

403,200

405,100

406,900

408,800

410,600

412,400

414,300

416,100

417,600

419,100

420,700

422,300

423,600

424,900

426,100

427,300

428,600

429,900

431,100

432,300

433,100

433,900

434-700

円

408,100

410,500

413,000

415,400

417,300

419,600

421,700

423,900

425,900

428,000

430,100

432,200

433,900

435,700

437,700

439,700

441,600

443,400

445,200

446,900

448,700

450,200

451,600

453,10C

454,500

455,800

457,100

458,300

459,300

460,000

460,800

461,500

462,200

463,000

463,700

464,300

464,800

465,400

466,000

466.600

H

458,40C

461,50C

464,50C

467,50C

470,50C

473,50C

476,50C

479,60C

482,30C

485,40C

488,400

491,500

494,200

496,50C

498,80C

501,10C

503,20C

504,60C

506,10C

507,50C

508,70C

510,10C

511,600

513,10C

514,200

515,30C

516,500

517,700

518,700

519,600

520,500

521,400

522,200

523,100

523,800

524,300

525,000

525,60C

526,40C

527．00C

円

89,70C

91,90C

94,00C

96,00C

97,90C

00,00C

02,20C

04,20C

06,10C

08,40C

10,60C

12,90C

15,00C

17,10C

19,30C

21,40C

23,30C

25,30C

27,30C

29,30C

31,00C

33,10C

35,10C

37,20C

38,60C

40,50C

42,40C

44,30C

45,90C

47,800

49,70C

51,500

53,400

55,200

57,000

58,700

60,100

61,400

62,800

54.200

円

19,200

21,400

23,700

25,900

28,100

30,100

32,300

34,500

36,400

38,600

40,600

42,800

44,600

46,600

48,600

50,600

52,300

54,300

56,100

58,000

59,900

61,800

63,800

65,700

67,700

69,600

71,600

73,600

75,100

76,900

78,700

80,300

82,100

83,500

85,000

86,600

88,000

89,200

90,400

91 .500

門

64,20C

66,00C

67,80C

69,90C

71,60C

73,40C

75,20C

77,20C

79,200

81,20C

83,100

85,00C

87,000

88,900

90,800

92,60C

94,400

96,400

98,500

00,500

02,400

04,500

06,500

08,600

10,300

12,400

14,400

16,400

18,100

20,100

22,200

24,300

25,500

27,500

29,400

31,500

33,400

35,300

37,300

39-200

円

95,500

97,300

99,100

00,900

02,400

04,200

06,000

07,800

09,400

11,200

13,000

14,800

16,200

18,000

19,700

21,500

23,200

24,900

26,500

28,100

29,500

31,200

32,800

34,400

35,400

36,900

38,300

39,500

40,700

41,900

42,900

44,100

45,400

46,400

47,600

48,900

49,800

51,100

52,300

53.600

H

31,500

33,100

34,60C

36,200

37,60C

39,300

40,800

42,400

43,500

45,000

46,600

47,900

49,400

50,800

52,100

53,500

55,000

56,500

58,200

60,000

61,600

63,300

64,900

66,500

68,400

70,200

71,900

73,600

75,300

77,000

78,800

80,300

81,800

83,700

85,500

87,400

89,000

90,700

92,500

94300

円

46,100

47,200

48,400

49,500

50,600

51,700

52,800

53,900

54,900

56,300

57,60C

58,900

60,100

61,600

63,10C

64,700

65;900

67,400

68,900

70,400

71,700

74,400

77,000

79,600

82,200

83,900

85,500

87,200

88,700

90,400

92,200

93,900

95,500

96,900

98,400

99,900

01,200

02,500

03,700

05.000

21,･/0[

24,60C

27,70C

30,80C

33,90C

36,20C

38,70C

41,10C

43,500

45,300

47,100

49,000

50,700

52,100

53,400

54,500

55,800

56,800

57,700

58.600

。
、

「
》
［
Ｊ
Ｊ
内
‐
』

JC

39

40

職員
の区

分

Ⅶ
鱸

1級

俸給月額

2級

俸給月額

3級

俸給月額

4級

俸給月額

5級

俸給月額

6級

俸給月額

7級

俸給月額

8級

俸給月額

9級

俸給月額

10級

俸給月額



527,500435,300

436,000

436,700

437,400

438,200

439,000

439,400

440,100

440,600

441,000

441,400

441,800

442,200

442,600

443,000

443,300

443,600

444,000

444,300

444,600

467,100

467,600

468,000

468,300

392,600

393,800

395,000

396,100

396,800

397,500

398,200

398,900

399,500

400,100

400,600

401,000

401,400

401,700

402,000

402,300

402,600

402,900

403,200

403,500

403,800

404,100

404,400

404,700

405,000

405,300

405,600

405,900

406,100

406,400

406,700

407,000

407,200

407,500

407,800

408,000

408,200

408,500

408,800

409,000

409,200

409,500

409,800

410,000

341,100

343,000

344,800

346,700

348,200

349,600

351,100

352,600

354,200

355,000

356,200

357,200

358,100

359,200

360,100

361,200

362,100

362,800

363,500

364,200

364,600

365,200

365,900

366,600

366,900

367,600

368,300

369,000

369,300

369,900

3701600

371,200

371,500

372,100

372,800

373,400

373,800

374,300

374,900

375,400

375,900

376,500

377,000

377,300

377,700

378,2001
378,600

379,000

365,500

366,400

367,500

368,600

369,400

370,300

371,200

372,100

373,000

373,800

374,600

375,400

376,100

376,800

377,500

378,200

378,700

379,300

379,900

380,600

381,000

381,700

382,300

382,900

383,300

383,900

384,500

385,100

385,500

386,000

386,500

387,100

387,400

387,800

388,200

388,600

388,900
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備考(一） この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規

定する職員を除く。

（二） 2級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定める

ものの俸給月額は、 この表の額にかかわらず、 186,700円とする。
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機密性2

第1表通常訴訟事件,略式請求事件の処理状況

(平成22年～令和元年）一高裁・地裁．簡裁

(注） 1 延べ人員（同一被告人につき別件が係属した都度累積計上）である。

2令和元年は速報値である。

〔参考グラフ〕

通常訴訟事件,略式請求事件の推移
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略式命令

請求事件

（新受人員）

平成22年 6，803 6,856 1,590 86,387 88,399 22，819 12,164 12,382 1,923 406,070

23 6,824 7,006 1,408 80,608 80,888 22,539 11．113 11,284 1,752 369,670

24 6,556 6,619 1,345 76,588 78,395 20,732 10,105 10,202 1,655 345,150

25 6,091 6,108 1,328 71,771 71,904. 20,599 9,842 9,912 1,585 312,248

26 5,905 5,890 1,343 72,776 72,115 21,260 8,694 8,758 1,521 284,342

27 6,017 6,078 1,282 75,566 74,112 22,714 7,821 7,957 1,385 275,994

28 6,124 5,910 1,496 71,900 73,359 21,255 6,991 7,117 1,259 262,491

29 5,976 6,098 1,374 68,830 69,296 20,789 6,681 6，724 1,216 242,970

30 5,750 5,710 1,414 69,028 68,163 21,654 6,197 6,167 1,246 222,478

令和 元 年 5,814 5,828 1,400 67,553 67,221 21,986 5，384 5,519 1，111 199,510
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機密性2

〔参考グラフ〕通常第一審事件の新受人員の推移（昭和24年～令和元年）－地裁
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機密性2

(平成22年～令和元年）－高裁・地裁第2表長期係属実人員の長期化事由別内訳

(注） 1 概数である。

2長期係属実人員とは，係属2年を超える事件の実人員（同一被告人につき複数の事件があっても弁論が併合
されている限り1人として計上）である。

第3表 事案複雑等を事由として審理期間が2年を超える長期係属事件の合議（法定
圭L刻咀HI l － ヨ巨名労11審坪長期イr;ワン睾田

当刑事局への個別報告による件数建てである。

複数罪名の事件については，審理長期化の事由と密接な関係があるものとして報告のあった罪名によった俗
1件で複数の事由がある場合には，各棚に重複して計上した。

「組織的犯罪処罰法」は， 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関す-ろ法律」の略である。
「過失運転致死傷」には，平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪（自動車運転過失致死傷）を含む。
（ ）内は係属事件数に対-す-る％である。
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機密性2

〔参考グラフ〕事案複雑等を事由とする長期係属実人員の推移 (平成12年～令和元年各年末現在）－高裁・地裁・簡裁

l

令

I

地裁

(114)

罰調

高裁(1)
簡裁(0）

人 8 19 2C 8 29 3C

(注） 1

2

3

係属2年を超える事件の実人員である。

高裁については特別権限による第一審事件を除く。

概数である。



機密性2

第4表被疑者段階の国選弁護人請求の処理状況
(平成22年～令和元年）－地裁・簡裁

(注） 1 延べ人員である。

2 「うち即決裁判手続同意確認のための請求」には，刑訴法350条の17第1項（平成28年法律第

54号による改正前の刑訴法350条の3第1項）による即決裁判手続同意確認のための請求のあった
被疑者数を計上した。

3被疑者段階の国選弁護人請求の新受人員及び既済人員の各「総数」には，勾留請求が却下されたため，

国選弁護人選任請求が却下されたものも含む。

4令和元年は速報値である。

－5－

裁
判
所

勾留人員

新受人員

総数

うち即決裁判
手続同意
確認のた

めの請求

既済人員

総数

うち即決裁判

手続同意
確認のた

めの請求

国選弁護人
が選任され

た被疑者数

うち即決裁判

手続同意

確認のた

めの請求

地
裁

平成22 年

23

24

25

26

27

28

29

30

令和
一

兀 年

46,189

43,988

45,289

43,268

42,306

42,441

41,773

39,958

40,644

38,179

26,279

25,718

26,290

25,130

25,077

25，518

24，837

23，964

29，566

31,037

5

1l

一

6

2

ー

ー

一

1

ー

26，271

25,737

26,268

25,352

25,073

25,529

24)769

23,958

29,553

31,025

5

11

一

6

2

一

1■■■■

ー

1

一

25,815

25,223

25,736

24,813

24,242

24,859

24,036

23,251

28,565

29,977

4

1l

一

6

2

一

ウ ー

ー

1

ー

簡
裁

平成22 年

23

24

25

26

27

28

29

30

令和 元 年

75,445

72,114

72,342

） 207

69,887

69,538

65,222

62，035

57,900

55,936

45,303

46,179

47,620

46,594

45，654

45,309

42,933

40,822

46,680

49,786

53

29

54

7

1

1

一

1

ー

一

45,290

46,194

47,511

46,611

45,817

45,265

42,943

40,845

46,628

49,700

53

19

54

7

1

1

一

1

■■■■

ー

44,860

45,737

47,135

46,143

45,178

44,496

42,294

40,068

45,643

48,324

53

19

53

7

1

1

1■■■■

1

ー

1■■■■



機密性2

第5表通常第一審において弁護人が選任された人員 (平成22年～令和元年）－地裁・簡裁

I

｡

1

実人員である。
同一被告人に対し私選弁護人及び国選弁護人が選任された場合には重複して計上した。
（ ）内は各終局人員に対する％である。
令和元年は速報値である。

１
２
３
４

ｊ注ぐ

地 裁

終局人員

弁護人が

選任され

た人員

うち

必要的

弁護

私選弁護

人が選任

された

人
匡ゴ

貝

うち

必要的

弁護

国選弁護

人が選任

された

人 員

うち

必要的

弁護

弁護人が

選任され

なかった

人 員

簡 裁

終局人員

弁護人が

選任され

た人
‐

貝

うち

必要的

弁護

私選弁護

人が選任

された

人
‐

貝

うち

必要的

弁護

国選弁護

人が選任

された

人
宮

貝

うち

必要的

弁護

弁護人が

選任され

なかった

人 員

平成22年 62,840
(99.3）

62,401

(82.2）

51,650

(18.0)

11，317

(14.0）

8,803

(84.0)

52,779

(70.2）

44,090

(0.7）

439

9,876
(98.8）

9，759

(86.8）

8,576

(5.3）

521

(4.1）

407

(94.4）

9,326

(83.4）

8，233

(1.2)

117

23 57,968
(99.4）

57,628

(82.1）

47,600

(17.0)

9,864

(13.0）

7,563

(85.1）

49,329

(71.0)

41,184

(0.6）

340

9,142
(98.7）

9,025

(86.5）

7,909

(5.5）

502

(4.1）

379

(94.1）

8,599

(82.9）

7,575

(1.3）

117

24 56,734
(99.4）

56,393

(81.9）

46,484

(17.8)

10,109

(13.2）

7，474

(85.1)

48,275

(71.0）

40,299

(0.6）

341

8,340
(98.6）

8,227

(86.5）

7，215

(6.3）

523

(4.4）

363

(94.0）

7,842

(82.9）

6，917

(1.4）

113

25 52,229
(99.5）

51，944

(82.3）

42,965

(19.3）

10，072

(14.0）

7,326

(84.3）

44,032

(70.7）

36,905

(0.5）

285

8,109
(98.8）

8,015

(82.0)

6,646

(7.5）

606

(5.2）

421

(93.2）

7,554

(77.6）

6,289

(1.2）

94

26 52，502
(99.5）

52,265

(81.4)

42,744

(19.5)

10,241

(13.9）

7,288

(84.4）

44,302

(69.9）

36,695

(0.5）

237

7,165
(98.9）

7，088

(86.9）

6,224

(7.6）

546

(4.9）

351

(93.5）

6,696

ｊ
２
８
３
２
９
⑱
ａ

(1.1)

77

27 54,297
(99.5）

54,039

(80.3）

43,613

(20.1）

10,910

(13.9)

71564

(84.0)

45,593

(68.8）

37,357

(0.5)

258

6,590
(98.6）

6,497

(85.8）

5,652

(9.0）

596

(6.1）

401

(92.0)

6,060

(80.6）

5,311

(1.4)

93

28 53,247
(99.6）

53,010

(80.8)

43,038

(20.6）

10,988

(14.8)

7,876

(83.6）

44,529

(68.5）

36,496

(0.4)

237

5,856
(98.7）

5,777

(86.5）

5,068

(8.0）

469

(5.3）

310

(92.8）

5,434

(82.1）

4,806

(1.3）

79

29 50,591
(99.5）

50,357

(81.1）

41,038

(20.8）

10，520

(15.1）

7，616

(83.8）

42,384

(68.9）

34,837

(0.5）

234

5,524
(98.6）

5,449

(86.6）

4,785

(10.1）

556

(6.8）

373

(91.7）

5,066

(8

4,489

(1.4)

75

30 49,811
(99.6）

49,623

(80.0)

39，839

(19.1)

9，509

(14.2）

7,096

(84.5）

42,080

(68.1）

33,932

(0.4）

188

5,051
(98.7）

4,987

(87.2）

4,403

(8.6）

435

(6.6）

334

(92.0）

4,645

(81.7）

4，125

(1.3）

64

令和
一

元 年 48,751
(99.6）

48,538

(78.7）

38,387

(17.0)

8,264

(13.5）

6，574

(85.0）

41,456

(67.4）

32，841

(0.4）

213

4，511
(98.4）

4,441

(85.6）

3,862

(8.4）

378

(6.5）

294

(90.9）

4,102

(79.9）

3，603

(1.6）

70



機密性2

第6表通常第一審における終局事件の自白・否認別平均審理期間，平均開廷回数，平均開廷間隔及び平均取調べ証人数

’

一J

1

１
２
３
４
５

ｊ注ぐ 実人員である。

「通常第一審事件全体」には， 自白及び否認以外に被告事件についての陳述に入らずに終局した事件を含む。

平均開廷間隔は，平均審理期間を平均開廷回数で除したものである。

（ ）内は， 「通常第一審事件全体」の終局人員に対する％である。

令和元年は速報値である。

通常第 一 審事件全体

終
局
人
員

平均審理

期間（月）

受
理
か
ら
終
局
ま
で

公
判
期
日
ま
で

受
理
か
ら
第
１
回

か
ら
終
局
ま
で

第
１
回
公
判
期
日

平
均
開
廷
回
数

）(回

平
均
開
廷
間
隔

）(月

平
均
取
調
べ
証
人
数

人）（

自 白

終
局
人
員

平均審理

期間（月）

受
理
か
ら
終
局
ま
で

公
判
期
日
ま
で

受
理
か
ら
第
１
回

か
ら
終
局
ま
で

第
１
回
公
判
期
日

平
均
開
廷
回
数

回）（

平
均
開
廷
間
隔

）(月

平
均
取
調
べ
証
人
数

人）（

否 認

終
局
人
員

平均審理

期間（月）

受
理
か
ら
終
局
ま
で

公
判
期
日
ま
で

受
理
か
ら
第
１
回

か
ら
終
局
ま
で

第
１
回
公
判
期
日

平
均
開
廷
回
数

）(回

平
均
開
廷
間
隔

月）（

平
均
取
調
べ
証
人
数

人）（

平成22年 62,840 2.9 1．6 1.3 2.5 1．2 0.8
(91.2）

57，336
2.5 1.5 1.0 2.3 1．1 0.6

(7.2）

4,522
8．1 3.4 4.7 5.7 1.4 2.6

23 57，968 3.0 1．6 1.4 2.6 1．2 0．8
(90.3）

52,349
2.5 1．5 1.0 2.3 1.1 0.6

(8.2）

4,734
8.6 3.5 5.1 6.1 1.4 2.6

24 56,734 3.0 1．6 1．4 2.7 1.1 0.8
(89.7）

50，890
2.5 1.5 1.0 2.3 1.1 0.6

(8.8）

5,012
8.5 3.2 5.3 6.2 1．4 2.7

25 52,229 3.1 1.6 1．5 2.7 1.1 0.8
(88.5）

46,247
2.5 1.5 1．0 2.3 1.1 0.6

(10.0）

5,212
8.4 3.0 5.4 6.3 1．3 2.7

26 52，502 3.0 1.6 1．4 2.7 1.1 0．8
(89.0）

46，732
2.5 1.5 1.0 2.3 1.1 0.6

(9.4）

4，913
8.2 2.8 5.4 6.2 1．3 2.6

27 54,297 3.0 1.6 1.4 2.7 1.1 0.8
(89.2）

48,445
2.5 l.5 1.0 2.3 1.1 0.6

(9.1)

4,921
8.4 3.0 5.4 6.3 1.3 2.6

28 53，247 3.2 1．7 1．5 2.7 1.2 0.8
(88.6）

47,160
2.6 1．5 1.1 2.3 1.1 0.6

(9.6）

5,127
8.7 3.0 5.7 6.3 1．4 2.5

29 50,591 3.2 1.6 1.6 2.7 1.2 0.8
(88.2）

44,598
2.6 1.5 1.1 2.3 1．1 0．6

(9.9）

5,015
8.9 3.0 5.9 6.4 1.4 2.5

30 49,811 3.3 1．8 1.5 2.7 1.2 0.7
(88.7）

44,192
2.7 1.6 1．1 2.3 1.2 0．6

(9.3）

4,626
9.2 3.3 5.9 6.4 1.5 2．6

令和 元 年

法定合議

裁定合議

単 独

簡 裁

48，751

2,291

622

45,838

4,511

3.4

7.6

11．6

3.1

2.4

1.8

5.4

4.1

1.6

1．4

1.6

2.2

7.5

1.5

1．0

2.7

4.1

6.6

2.6

2.3

1.2

1．8

1.8

1．2

1.1

0.7

1.8

3.1

0.6

0.4

(88.4）

43，073

(65.6）

1,503

(41.6）
259

(90.1）

41,311

(91.0)

4,107

2.8

5.4

6.4

2.7

2.2

1.7

3.7

2.9

1.6

1．4

1.1

1．7

3.5

1．1

0.8

2.3

3.1

3.6

2.3

2.1

1.2

1．7

1.8

1．2

1.0

0.5

0．9

0.8

0‘5

064

(9.5）

4,639

(33.2）
760

(57.6）

358

(7.7）

3,521

(4.6）

208

9.3

12．0

15．5

8．1

7.0

3.4

8.8

5.1

2.1

2.3

5.9

3.2

10．4

6.0

4.7

6.3

6.1

8.7

6.2

4.9

1．5

2.0

1.8

1.3

1．4

2.5

3.6

4.7

2.1

1.4



機密性2

第7－1表通常第一審における終局人員の審理期間，平均開廷回数及び平均開廷間隔 (平成22年～令和元年） －地裁

l

m

l

邑致0

2平均開廷間隔は，平均審理期間を平均開廷回数で除したものである。
3 （ ）内は終局人員に対する％である。

4令和元年は速報値である。

終局人員

受 理 か ら 終 局 ま で

1月以内 2月以内 3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内
3年を

超える

平均

審理
期 間

(月）

平均

開 廷

回数

(回）

平均

開 廷

間 隔

(月）

平成22 年 62,840
(6.8）

4,248

(40.1)

25,184

(29.4）

・ 18，462

(16.3)

10,216

(6.1)

3,810

(1.4）

851

(0.1)

47

(0.0）

22
2.9 2.5 1.2

23 57,968
､4）

3，137

(42.4）

24,588

(28.6）

16,579

(15_7)

9,102

(6.1）

3,544

(1.6)
924

(0.1）
63

(0.1）
31

3.0 2.6 1.2

24 56,734
(4.6）

2，631

(42.3）

23,992

(28.9）

16，424

(16.2）

9,204

(6.3）

3,562

(1.4)
780

(0.2）
103

(0.1）
38

3.0 2.7 1.1

25 52,229
(3.8）

1,988

(42.9）

22,409

(28.1)

14，653

(16.5）

8,604

(6.9）

3,629

(1.6)
852

(0.1)
56

(0.1)
38

3.1 2.7 1.1

26 52,502
(3.7）

1,962

(42.7）

22，407

(28.9）

15,194

(16.6）

8,736

(6.5）

3,403

(1.4）

714

(0.1）
54

(0.1)
32

3.0 2.7 1.1

27 54,297
(3.3）

1,780

(41.8）

22,706

(30.5）

16,548

(16.4)

8，905

(6.5）

3,550

(1.3)

706

(0.1)
62

(0.1）
40

3.0 2.7 1.1

28 53,247
(2.9）

1,541

(40.1)

21，361

(31.2）

16,620

(16.8）

8,937

(7.1)

3,776

(1.7）

902

(0.2）
88

(0.0)
22

3.2 2.7 1.2

29 50,591
(3.5）

1,748

(39.1）

19,800

(31.1)

15，711

(17.1）

8,675

(7.2）

3,640

(1.8）

886

(0.2）
81

(0.1）
50

3.2 2.7 1．2

30 49,811
(2.8）

1,386

(39.0）

19，420

(31.6）

15，724

(17.2）

8,582

(7.2）

3,606

(2.0）
984

(0.2）
80

(0.1）
29

3.3 2.7 1.2

令和 元 年 48,751
(2.6）

1,247

(35.5）

17,323

(33.1)

16，140

(18.6)

9,059

(8.0）

3,900

(2.0）
966

(0.2）
83

(0.1）
33

3.4 2.7 1.2



機密性2

銅狂同数F足
－

I

EO

l

曼致0

2平均開廷間隔は，平均審理期間を平均開廷回数で除したものである。
3 （ ）内は終局人員に対する％である。
4令和元年は速報値である。

終局人員

受 理 か ら 終 局 ま で

1月以内 2月以内 3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内
3年を

超える

平均

審理
期 間

(月）

平均

開 廷

回数

(回）

平均

開 廷

間 隔

(月）

平成22 年 9,876
(7.6）
753

(59.7）

5,892

(22.9）

2,257

(7.9）
782

(1.7）
163

(0.3）

26

(0.0）
1

(0.0）
2

2.1 2.2 1.0

23 9,142
(6.7）
611

(62.3）

5,698

(21.7)

1,984

(7.5）
688

(1.4)
130

(0.3）

25

(0.0）
3

(0.0）
3

2.1 2.2 1.0

24 8,340
(6.1）
506

(62.2）

5,191

(22.1）

1,847

(7.6）
635

(1.6)
137

(0.2）
19

(0.1）
5 一

2.1 2.2 1.0

25 8,109
(8.2）
664

(61.0）

4,950

(21.6)

1,750

(7.4）
602

(1.5）
119

(0.2）
18

(0.0）
3

(0.0）
3

2.0 2.1 1.0

26 7,165
(4.5）
320

(61.1)

4,380

(24.3）

1,744

(7.9）
568

(1.8)
128

(0.3）
20

(0.0）
2

(0.0）
3

2.1 2．2 1．0

27 6,590
(4.1)

267

(59.5）

3,918

(26.6）

1,753

(7.4）
486

(2.2）
148

(0.3）
17 ー

(0.0)
1

2.2 2.2 1.0

28 5,856
(4.0）
236

(60.4）

3，535

(25.4）

1,488

(8.0）
466

(2.0）
115

(0.3）
15 －

(0.0）

1
2.2 2．2 1.0

29 5,524
(4.8）

264

(58.6）

3,239

(25.3）

1,398

(8.8）
486

(2.2）
122

(0.2）
12

(0.0）
1

(0.0）
2

2.2 2.2 1.0

30 5,051
(4.4）
224

(57.0）

2,878

(26.4）

1,333

(9.9）
499

(1.9)
98

(0.3）
16 q■■■■

(0.1)
3

2.2 2.2 1.0

令和
一

ﾌ℃ 年 4,511
(4.1)
185

(49.3）

2,224

(32.7）

1,474

(11.0）
496

(2.4）
108

(0.4）
18

(0.1）
4

(0.0）
2

2.4 2.3 1.1



機密性2

第8表通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員
（平成22年～令和元年）－地裁・簡裁

(注） 1 実人員である。

2 「通訳翻訳人が付いた被告人」には，証人についてのみ通訳人（手話を含む。 ）が付いた場合等

も含む。

3令和元年は速報値である。

〔参考グラフ〕 通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員の推移

（平成22年～令和元年）一地裁

キ

元

(注） 1

2

3

平成22年を100とする指数である。

（ ）内は実人員であり， ［ ］内は通訳翻訳人が付いた外国人有罪人員の国籍数である。

令和元年は速報値である。
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地 裁

有罪人員

総 数

簡 裁

有罪人員

総 数

平成22年 61,585 4,288 3,254 9,386 166 73

23 56,843 3,492 2,568 8,686 166 70

24 55,667 3,265 2,363 7,927 159 81

25 51,177 3,090 2,197 7,330 145 64

26 51，389 3,153 2,312 6,842 137 68

27 53,120 3,470 2,632 6,255 131 65

28 52，016 3,397 2,560 5,562 1l1 61

29 49,335 3,665 2,922 5,208 115 65

30 48,507 4,418 3,665 4,768 93 55

令和 元 年 47,445 4,585 3,840 4,230 95 51
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機密性2

第9表通常第一審における被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件の言語別終局人員

（平成27年～令和元年）－地裁・簡裁

(注） 1 実人員である。

2被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件には，証人等についてのみ通訳人が付いた場合等を含まない。

また，終局人員は有罪のほかに無罪，移送等により終局した人員を含む。 したがって，本表における

「総数」はハ第8表の「うち通訳翻訳人が付いた外国人」 とは一致しない。

3 令和元年は速報値である。
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平成27年 28 29 30 令和元年

総 数 2,714 2,654 3,031 3,757 3,907

中 国

北 京

奎
叩

壼
叩

広 東 語

台 湾 言五
ロロ

上 海 語

福 建 語

その他の中国語

887

867

8

3

4

ー

5

758

736

15

2

1

一

4

920

882

29

3

3

1

2

1,203

1.153

37

6

2

2

3

1,084

1,055

25

2

ー

－

2

／､ミ ト ナ ム 語 490 548 718 1,003 1,180

フィリピノ（タガログ）語 252 236 247 254 264

タ イ 語 132 126 140 165 219

ポル ト ガル語 221 242 216 216 219

英 語 197 174 190 209 216

ス ペ イ ン 語 134 147 132 126 129

インドネシア語 25 48 51 60 98

韓国 ・ 朝鮮語 125 138 115 120 74

ネ パ － ル ﾛロ言五 13 16 29 38 74

シ ン ノ、 ラ 語 32 17 28 58 70

ペ ル シ ャ 語 38 37 42 30 27

モ ン ゴ ノレ 語 19 19 23 32 27

ト ル ． 語 16 25 39 36 25

フ ラ ン ス 語 15 14 15 15 24

ヤン －マ 一 言五
～

、

～ ロロ 6 9 18 30 22

ウルド ゥ
ー
壺
叩 13 17 14 23 17

ア ラ ビ ア 語 6 10 10 8 16

ウ ズ ベ ク 語 1 1 2 5 15

ピ ンデイ － 三五口、 10 8 9 8 13

ロ シ ア 語 15 13 26 36 13

そ の 他 67 51 47 82 81



機密性2

第10表簡易公判手続決定人員と決定取消人員 第ll表刑訴法332条による移送人員

（平成22年～令和元年）－簡裁(平成22年～令和元年）－地裁・簡裁

ｰ

心。

(注） 1 実人員である。

2 「自白人員」 とは，法定合議事件を除く終局人員中公訴事実全部について自白し，かつ，法
律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の減免の理由となる事実を主張していない場合の人員であ
り， 「簡易公判手続決定（決定取消）人員」 とは， 当該年度に決定（決定取消） された人員で
ある。

3令和元年は速報値である。

(注） 1 実人員である。
2 (B)は，簡裁の法332条によ
る移送人員とは一致しないが，統計
上は近似する。
3概数であり，令和元年は速報値で
ある。

地 裁

自白人員

(A)

簡易公判手続

決定

人員

(B)

Ｂ
ｌ
Ａ

％

決定取

消人員

(C)

Ｃ
－
Ｂ

％

簡 裁

自白人員

(D)

簡易公判手続

決定

人員

(E)

Ｅ
ｌ
Ｄ

％

決定取

消人員

(F)

Ｆ
ｌ
Ｅ

％

平成22年 55,108 332 0.6 5 1.5 9,165 382 42 3 1

23 50，473 173 0.3 4 2.3 8,473 207 2.4 1 0.5

24 49,168 195 0.4 11 5.6 7,704 153 2.0 2 1.3

25 44,663 113 0.3 16 14.2 7j125 60 0.8 － 0.0

26 45，095 39 0.1 15 38．5 6,653 33 ･0．5 － 0．0

27 46,869 166 0.4 2 1.2 6,076 20 0.3 ■■■■■ _

28 45,677 218 0.5 12 5.5 5,403 19 0．4 ■■■■■

29 43,263 166 0.4 4 2.4 5,031 2 0.0 ー ■■■■■

30 42,672 42 0.1 9 21.4 4,631 5 0.1 1 20

令和 元 年 41,570 1 0.0 1 100.0 4,107
－ ■■■■■ ■■■■■ －

(簡裁）

終局人員

(A)

(地裁）

法332条

による

受理人員

(B)

Ｂ
ｌ
Ａ

％

平成22年 9,876 91 0．92

23 9,142 97 1.06

24 8,340 90 1.08

25 8,109 88 1．09

26 7，165 69 0．96

27 6,590 76 1.15

28 5,856 65 1．11

29 5,524 91 1.65

30 5,051 92 1.82

令和 元 年 4,511 59 1.31



機密性2

第12表即決裁判手続により審判が行われた人員

(平成22年～令和元年）－地裁・簡裁

(注） 1

2

実人員である。

令和元年は速報値である。

－13－

一

裁
判
所

終局人員

即決裁判手続の
申立てのあった

人員

地
裁

平成22年

23

24

25

26

27

28

29

30

令和元年

62,840

57，968

56，734

52，229

52,502

54,297

53,247

50,591

49,811

48,751

2,953

1,887

1,397

850

747

550

370

678

326

92

2,932

1,875

1,391

841

743

547

368

657

315

90

18

6

2

3

2

1

2

3

_

－

簡
裁

平成22年

23

24

25

26

27

28

29

30

令和元年

9,876

9,142

8 》 0

8,109

7,165

6,590

5,856

5,524

5,051

4,511

345

229

157

84

56

22

17

69

33

11

344

228

156

84

56

22

17

69

33

ll

2

－

1

－

－

一

1■■■■■

－

1

－



機密性2

第13表控訴申立人員及び控訴率

(平成22年～令和元年） －地裁・簡裁

実人員である。

判決人員は有罪人員と無罪人員の合計である。

令和元年は速報値である。

(注） 1

2

3

-14-

総 数

判決

人員

控訴申

立人員

控訴率

(％）

地 裁

判決

人員

控訴申

立人員

控訴率

(％）

簡 裁

判決

人員

控訴申

立人員

控訴率

(％）

平成22年 71,061 6,813 9.6 61,665 6,368 10.3 9,396 445 4.7

23 65,618 6,713 10.2 56,922 6,280 11.0 8,696 433 5.0

24 63,684 6,724 10.6 55,750 6,372 11.4 7,934 352 4．4

25 59,055 6,518 11.0 51,291 6,150 12.0 7,764 368 4．7

26 58,355 6，331 10.8 51,498 6,002 11.7 6,857 329 4.8

27 59,458 6,423 10.8 53,191 6,108 11.5 6,267 315 5.0

28 57,691 6,541 11.3 52,121 6,262 12.0 5,570 279 5.0

29 54,662 6,282 11．5 49,446 5,992 12.1 5,216 290 5.6

30 53,386 6,079 11.4 48,612 5,825 12.0 4,774 254 5.3

令和元年 51,788 6,103 11.8 47,549 5,848 12．3 4,239 255 6.0



機密性2

第14表犯罪被害者保護関連法に基づく諸制度の実施状況 (平成22年～令和元年）－高・地・簡裁総数

扇
I

(注） l延べ数であり,概数である。

2犯罪被害者等の梅利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律(平成25年法律第33号)により，民事上の争いについての
刑事訴訟手続における和解の規定は， 「犯罪被害者保護法第13条1項又は2項｣から｢犯罪被害者保護法第19条1項又は2項｣に改められた(平成25年12月1日施行)。
3 「証人等秘匿｣， 「裁定請求｣及び｢弁護人等閲覧謄写｣(平成28年12月1日施行)の数値については，当該事件の終局日を基準に計脂している。
4 「付添い｣， 「遮へい｣， 「ビデオリンク(構内)｣， 「被害者秘匿｣， 「意見陳述｣， 「被害者等閲覧謄写｣及び｢和解｣の数値については,平成28年までは決定等がなされた日を基準に計上していた
が，平成29年以降は当該事件の終局日を基準に計上している(なお,平成28年以前に決定等がなされ平成29年に事件が終局したものについては,決定等がなされた日を基準に計上している｡）。
この計上基準日の変更により，平成29年の数値は一時的に減少することとなるので留意されたい。

平成22年

高･地･簡裁
合計 ．

平成23年

高･地･簡裁
合計

平成24年

高･地･簡裁
合計

平成25年

高･地･簡裁
合計

平成26年

高･地･簡裁
合計

平成27年

高･地･簡裁
合計

平成28年

高･地･簡裁
合計

平成29年
(沖)4

高･地･簡裁
合計

平成30年

高･地･簡裁
合計

令和元年

高･地･簡裁
合計

総数

高･地･簡裁
合計

付
添
い

証人尋問の際に付添いの措置が採られた証人の数

意見陳述の際に付添いの措置が採られた被害者等の数

102

52

136

39

121

46

116

41

112

76

141

79

128

71

78

84

144

84

118

69

1,196

641

遮
へ

し、

証人尋問の際に遮へいの措置が採られた証人の数

意見陳述の際に遮へいの措置が採られた被害者等の数

1,295

123

1,317

125

1,757

140

1,792

151

1,661

198

1,563

214

1,623

209

1,105

194

1，461

230

1,505

226

15,079

1,810

ビ
デ
オ
リ
ン
ク
．

構
内

構
外

ビデオﾘﾝｸ方式による証人尋問が行われた証人の数

うち遮へいの措置が採られた証人の数

うち尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録した証人の数

ピデオリンク方式による意見陳述が行われた被害者等の数

うち遮へいの措置が採られた被害者等の数

ビデオリンク方式による証人尋問が行われた証人の数

うち遮へいの措置が採られた証人の数

うち尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録した証人の数

ビデオリンク方式による意見陳述が行われた被害者等の数

うち遮へいの措置が採られた被害者等の数

記録媒体がその一部とされた調書が取り調べられた数

261

237

35

20

17

2

242

219

42

16

15

1

288

264

52

21

21

ー

278

265

51

10

10

1

299

282

46

8

8

1

290

277

65

10

8

2

303

288

47

6

6

ー

225

214

67

6

6

一

302

291

81

9

8

15

10

8

一

2

318

299

68

2

2

23

17

1

一

■■■

5

2,806

2.636

554

108

101

38

27

9

ー

ー

14

情
報
保
護

被
害
者
秘
匿

証
人
等
秘
匿

裁
定
諭
求

被害者特定事項を明らかにしない旨の決定をした被害者の数

刑訴法第290条の2第1項の決定をしないこととした被害者の数

被害者特定事項を明らかにしない旨の決定を取り消した被害者の数

証人等特定事項を明らかにしない旨の決定をした証人等の数

刑訴法第290条の3第1項の決定をしないこととした証人等の数

証人等特定事項を明らかにしない旨の決定を取り消した証人等の数

刑訴法第299条の5第1項の取消決定をした証人等の数

うち刑訴法第299条の5第2項の条件を付し又は時期等の指定をした証人等の数

刑訴法第299条の5第1項の請求を却下した証人等の数

3,854

55

17

31887

62

13

4,273

64

8

4,093

84

16

3,978

77

5

3,822

42

4

3,976

50

7

4

ー

一

■ ー

－

一

3,351

11

3

116

3●

■■■

3

1

ー

3,846

27

3

174

3

ー

4

4

4

4,025

24

8

240

7

ー

ー

ー

39,105

496

84

534

13

ー

7

5

4

意
見
陳
述

公判期日に心情その他の意見を陳述した被害者等の数

意見陳述に代えて意見を記減した書面を提出させることとした被害者等の数

意見陳述をさせないこととした被害者等の数

1，198

557

8

1,164

561

14

1，157

517

19

1,171

572

17

1，147

495

21

1,200

615

17

1，181

616

28

1,072

526

45

1，169

546

42

1,129

544

48

11,588

5,549

259

閲
覧
膳
写

轤
害
者
等

被害者等に公判記録の閲覧謄写をさせた数

被害者等に公判記録の閲覧謄写をさせなかった数

同種余罪の被害者等に公判記録の閲覧謄写をさせた数

同種余罪の被害者等に公判記録の閲覧謄写をさせなかった数

ljl75

22

50

7

1，278

13

33

6

1,381

22

45

1

1,463

21

18

1

1,558

12

89

4

1,461

28

38

1

1,486

9

44

5

1,254

6

16

2

lj281

14

18

1

1,180

7

15

3

13,517

154

366

31

閲
覧
謄
写

弁
護
人
等

刑訴法第299条の6第1項の条件を付し又は時期等の指定の対象となった証人等の数

刑訴法第299条の6第2項の閲覧謄写の禁1k又は条件を付し若しくは時期等の指
定の対象となった証人等の数

辰~藺更露顕正雨褒雇悪碇ｽ罰云
刑訴法第299条の6第3項の閲覧禁止又は朗読拒絶の対象となった証人等の数

一

■■■

一

ー

2

ー

ー

ー

13

■■■

■■■

17

3

一

－

32

3

ー

一

和
解

犯罪被害者保護法第19条第1項又は第2項による申立てに係る合意を公判調書に
記戦した数

犯罪被害者保護法第19条第1項又は第2項による申立てに係る合意を公判調書に
記載しないこととした数

34 30

ー

38

ー

29

■■■

20

ー

17 23

ーや

26

■■■

18 18

ー

253

一

合 計 8,832 8,937 9,898 9,874 9，761 9,544 9,769 8，128 9,410 9,534 93,687



機密性2

第15-1表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（処断罪名別）
(令和元年）－地・簡裁総数

(注） l 「終局人員数」は，終局した被告人の人員数であり，実人員である。

2罪名は，有罪の場合は処断罪名，無罪その他の場合は終局時において当該事件について掲げられている訴因の罪名の

うち，法定刑が最も重いものであるため，被害者参加制度の対象罪名とは異なる場合がある。

3被害者等の数は，延べ人員である。

4 「 （準）強制性交等」には，平成29年法律第72号による改正前の（準）強姦及び集団（準）強姦を含む。

5 「 （準）強制性交等致死傷」には，平成29年法律第72号による改正前の（準）強姦致死傷及び集団（準）

強姦致死傷を含む。

6 「危険運転致傷」及び「危険運転致死」は，平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2の罪をそれぞれ含む。

7 「過失運転致傷」及び「過失運転致死」は，平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪（自動車運転過失

傷害及び自動車運転過失致死）をそれぞれ含む。

8 「強盗・強制性交等jには，平成29年法律第72号による改正前の強盗強姦を含む。

9速報値である。

第15-2表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（年別）
(平成22年～令和元年)-地･簡裁総数

「終局人員数」は，終局した被告人の人員数であり，実人員である。

被害者等の数は，延べ人員である。
令和元年は速報値である。

(注） 1

2

3

－16－

終局人
自

貝数

参加を申
し出た被
害者等

総数 998 1,482 1,466 1，157 602 204 623 723 1,059 106 318

(準)強制わいせつ 116 162 160 133 111 22 55 82 116 32 78

(準)強制わいせつ致死傷 22 24 24 21 21 7 12 15 23 ・ 5 16

監護者わいせつ 4 4 4 4 4
一 2 3 3 － 1

(準)強制性交等 84 117 117 110 96 16 42 69 97 20 75

(準)強制件交等致死傷 21 27 27 25 24 5 12 17 ‐ 23 9 19

監護者性交等 16 18 18 15 15 2 10 8 10 4 12

殺人 85 141 140 121 79 11 51 76 106 15 39

自殺関与及び同意殺人 3 3 3 2 1 1 1 2 4■■■

1

傷害 112 122 120 105 64 21 52 57 91 5 31

傷害致ﾀピ 31 54 49 44 24 9 31 38 42 2 10

危険運転致傷 9 11 11 ’ 5 2 1 5 2 6 ー ー

危険運転致死 5 14 14 14 5 3 8 1 8 ■■■ 4■■■

業務上過失傷害 1 1 1 1 一 一

1 1 1
一 ー

業務上過失致死 20 57 57 34 7 7 20 25 41 4■■■ ー

重過失傷害 1 1 1 － q■■■ ー 4■■■ 4■■■ 1 ー ー

重過失致死 1 1 1 1
ー 1 1 1

一 一 ー

過失運転致傷 105 141 139 76 22 13 52 49 93 一 －

過失運転致死 248 416 415 304 48 66 196 175 278 6 5

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱 1 1 1
1■■■ ー ー 、 1 1■■■ 1 ー q■■■

過失運転致死アルコール等影響発覚免脱 2 3 3 ー － 一 一 一 3 一 ー

無免許過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱 1 1 1
一 ー I■■■ ■■■

1
Ⅱ■■■ ■■■ 。■■■

無免許渦失運転致傷 3 3 3 1 1 Ⅱ■■■ ■■■

1 2 ■■■ I■■■

無免許過失運転致死 3 6 6 6 5 1 4 3 4 ー 一

逮捕驍禁致死傷 6 8 8 8 7 2 4 6 8 一 3

未成年者略取誘拐 4 4 4 4 3 ー 2 2 2 ■■■ 一

営利拐取等 ‘ 6 15 15 15 10
一 5 12 10 ー

5

拐取者身の代金取得等 2 2 2 2 － 2 ー 2 2 ー 1■■■

強盗致傷 19 26 26 23 16 2 5 7 11 3 7

強盗致死(強盗殺人） 10 20 20 20 7 4 12 13 14 1 ､ 7

強盗･強制性交等 10 12 12 11 10 2 3 10 11 4 6

暴力行為等処罰二関スル法律違反(常習傷害） 2 2 2 2 2 ー 2 2 2 ー

1

道路交通法違反 29 43 43 35 8 6 28 31 31 2

その他 16 22 19 15 10 1 6 13 17 ー 1■■■

終局人員
数

参加を申

し出た被
害者等

平成22年 588 849 839 557 272 217 484 428 522 40 115

23 586 914 902 632 275 176 459 454 591 30 104

24 660 1，023 1,002 677 324 193 475 479 639 38 95

25 811 1,306 1,297 873 410 257 596 605 833 47 147

26 821 1,241 1,227 951 462 261 587 596 804 93 195

27 916 1,393 1,379 1,081 533 269 604 687 938 87 249

28 982 1,417 1,400 1,102 580 228 629 708 1,010 107 258

29 908 1,389 1,380 1,060 553 196 560 667 1，020 115 276

30 1,022 1,490 1,485 1，184 649 221 605 698 1,074 149 362

令和元年 998 1,482 1,466 1，157 602 204 623 723 1,059 106 318



機密性2

第16表刑事損害賠償命令事件の処理状況

（平成22年～令和元年）－地裁

(注） 1 件数建てである。

2 令和元年は速報値である。

第17表刑事損害賠償命令事件の終局区分別終局件数

(平成22年～令和元年)－地裁

(注） 1 件数建てである。

2 「決定・その他」は，民訴法141条の準用により，決定で申立てが却下された場合などである。

3 「その他」は，犯罪被害者保護法25条（平成25年法律第33号による改正前の同条19条を含む。 ）により終局したもの， 当事者の死亡等にも

かかわらず， その地位を承継するものがいないために事件が終局したものなどである。

4 「却下・27条1項1号」は平成25年法律第33号による改正前の犯罪被害者保護法21条1項1号， 「却下・27条1項2号」は同改正前の同法21条1項

2号， 「却下・27条1項3号」は同改正前の同法21条1項3号， 「却下・27条1項4号」は同改正前の同法21条1項4号， 「終了・38条1項」は同改正

前の同法32条1項， 「終了・38条2項1号」は同改正前の同法32条2項1号， 「終了’ 38条2項2号」は同改正前の同法32条2項3号により終局した

ものを含む。

5 令和元年は速報値である。

－17－

新受 既済 未済

平成22年 251 239 64

23 230 237 57

24 258 246 69

25 303 312 60

26 287 264 83

27 320 307 96

28 301 306 91

29 314 295 110

30 289 309 90

令和元年 311 317 84

総数 2,864 2,832 804

終局件数 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

総数 2,832 239 237 246 312 264 307 306 295 309 317

認容･決定書 1，273 121 128 123 149 114 123 98 138 138 141

認容･口頭告知 34 4 2 7 2 4 4 1 4 3 3

棄却･決定書 6 一 2 ー 1 一 2 － 1 一 I■■■

棄却･口頭告知 1
一 1 一 － － ー ー ー

却下･27条1項1号 8 1 ー 2 1 ー 一 一 ー

3 1

却下･27条1項2号 1■■■ － 1■■■ ー ｡■■■ 一 一 － ｰ I■■■ 1■■■

却下･27条1項3号 32 ー 7 2 5 2 1 7 1 2 5

却下･27条1項4号 2 ー ー 1■■■ 1■■■ q■■■ 1■■■ I■■■ 1■■■ 1 1

終了･38条1項

終了･38条2項1号

310

2

25

ー

26

ー

23

1

32

ー

37

1

37

ー

37

ー

30

q■■■

36

一

27

一

終了･38条2項2号 61 5 4 6 9 4 5 6 6
戸

、 11

決定･その他 3 一

1 － 一 2 一 一 一 1■■■ 一

和解 663 47 37 43 62 57 77 107 85 74 74

放棄 一 一 一 ー ー － ー ー ー －

認諾 120 10 5 13 11 14 15 11 9 13 19

取下げ 305 24 24 25 37 28 40 39 20 33 35

その他 12 2 1 1 2 1 3 1■■■ 1 1 ー



機密性2

第18表逮捕状の請求と発付等

（昭和55, 60年，平成2, 7, 12, 17, 22, 27～令和元年）－簡裁・地裁

(注） 1

2

延べ人員である。

令和元年は速報値である。

-18-

通 常

請求

(A)

発付 却下

(B)

取下げ

(C)

Ｂ
ｌ
Ａ

％

B+C

A

％

緊 急

請求

(D)

発付 却下

(E)

Ｅ
ｌ
Ｄ

％

総
数

、

昭和55年

60

平成2年

7

12

17

22

27

28

29

30

令和 元 年

127,743

132,353

96,759

93,704

115,484

129,140

101,007

94,175

90,213

86,343

84,110

80,240

127,401

131,928

96,472

93,356

114,933

128,296

99,915

92,766

88,806

85,100

82,884

78,957

94

76

50

36

38

33

37

36

19

31

32

56

248

349

237

312

513

811

1,055

1,373

1,388

1,212

1,194

1,227

0.07

0.06

0.05

0.04

0．03

0．03

0．04

0.04

0.02

0.04

0.04

0.07

0．27

0.32

0．30

0．37

0.48

0．65

1．08

1.50

1.56

1．44

1.46

1.60

19,199

19,437

14,813

16,731

20,156

15,797

10,008

8,140

7,660

7,446

7,353

6,733

19,174

19,417

14,804

16,719

20,134

15,774

9,980

8,114

7,625

7,422

7,328

6,701

25

20

9

12

22

23

28

26

35

24

25

32

0.13

0．10

0.06

0.07

0.11

0.15

0.28

0．32

0.46

0.32

0．34

0.48

簡

裁

昭和55年

60

平成2年

7

12

17

22

27

28

29

30

令和 元 年

102,282

109,497

80,899

78,589

93,248

103,582

82,101

78,880

75,026

72,053

69,809

67,186

102,062

109,160

80,719

78,350

92,816

102,912

81,224

77,685

73,831

71,056

68,848

66,096

54

45

29

23

17

17

20

20

16

27

28

45

166

292

151

216

415

653

857

1,175

1,179

970

933

1,045

0．05

0.04

0.04

0.03

0.02

0.02

0.02

0．03

0.02

0.04

0.04

0．07

0．22

0.31

0.22

0.30

0.46

0．65

1.07

1.51

1.59

1.38

1.38

1.62

11,958

12,635

9,555

9,552

10,179

8,631

6,679

5,610

5,142

4,899

4,796

4,453

11,949

12,623

9,550

9,546

10,169

8,621

6,662

5,595

5,118

4,887

4,784

4,432

9

12

5

6

10

10

17

15

24

12

12

21

0.08

0.09

0.05

0.06

0．10

0.12

0.25

0.27

0．47

0.24

0.25

0.47

地
裁

昭和55年

60

平成2年

7

12

17

22

27

28

29

30

令和
一

ﾌ厄 年

25，461

22,856

15,860

15,115

22,236

25，558

18,906

15,295

15,187

14,290

14,301

13,054

25,339

22,768

15，753

15,006

22,117

25，384

18,691

15,081

14,975

14,044

14,036

12,861

40

31

21

13

21

16

17

16

3

4

4

l1

82

57

86

96

98

158

198

198

209

242

261

182

0.16

0．14

0.13

0.09

0．09

0．06

0.09

0.10

0.02

0．03

0．03

0.08

0.48

0.39

0．67

0．72

0.54

0.68

1．14

1.40

1.40

1.72

1．85

1.48

7,241

6,802

5,258

7,179

9,977

7,166

3,329

2,530

2,518

2,547

2,557

2,280

7,225

6,794

5,254

7，173

9,965

7,153

3,318

2,519

2,507

2，535

2,544

2,269

16

8

4

6

12

13

11

11

ll

12

13

1l

0.22

0．12

0.08

0.08

0.12

0.18

0.33

0.43

0.44

0．47

0.51

0.48



機密性2

第19表差押・記録命令付差押・捜索（許可）状・検証許可状の請求と発付等（昭和55, 60年，平成2,7, 12, 17, 22, 27～令和元年）－簡裁・地裁

ｌ
得
心
Ｉ

2 （ ）内は職権により発付された人員で外数である。
3令和元年は速報値である。

総 数

請求

(A)

発付 却下

(B)

取下げ

(C)

Ｂ
ｌ
Ａ
％

B+C

A
％

簡 裁

請求

(D)

発付 却下

(E)

取下げ

(F)

Ｅ
ｌ
Ｄ
％

E+F

，
％

地 裁

請求

(G)

発付 却下

(H)

取下げ

(I)

Ｈ
ｌ
Ｇ

％

H+1
－

G%

昭和55年 89,747

(6)

89,235 152 360 0.17 0.57 67,958

(1)

67,667 63 228 0.09 0．43 21,789

(5)

21,568 89 132 0.41 1．01

60 111,631

(4)

110,681 190 760 0.17 0．85 89,718 89,039 102 577 0．11 0．76 21,913

(4)

21,642 88 183 0．40 1．24

平成2年 114,381 113,168 212 1,001 0.19 1.06 91,505 90,718 104 683 0．11 0.86 22,876 22,450 108 318 0．47 1.86

7 155,129

(1)

153,120 120 1,889 0.08 1．30 124,283 122,898 78 1,307 0．06 1.11 30,846

(1)

30，222 42 582 0.14 2.02

12 183,129

(3)

181,014 76 2,039 0.04 1．15 143,903 142,415 42 1,446 0．03 1.03 39,226

(3)

38,599 34 593 0.09 1．60

17 207,542 204,983 45 2,514 0.02 1．23 167,050 165，077 18 1,955 0．01 1.18 40,492 39，906 27 559 0．07 1．45

22 223,557

(6)

219,516 43 3,998 0.02 1.81 188,420

(1)

185,049 24 3,347 0．01 1.79 35,137

(5)

34,467 19 651 0．05 1.91

27 250,179

(4)

244,755 108 5,316 0．04 2．17 216,008 211,444 59 4,505 0．03 2．11 34,171

(4)

33,311 49 811 0．14 2．52

28 247,787

(5)

242,119 48 5,620 0.02 2.29 212,800 207,951 35 4,814 0．02 2.28 34,987

(5)

34,168 13 806 0.04 2．34

29 245,878

(6)

240,197 56 5,625 0.02 2.31 212,050 207,324 49 4,677 0．02 2．23 33，828

(6)

32,873 7 948 0.02 2．82

30 252,974

(4)

247,712 103 5,159 0.04 2.08 217,979 213,480 84 4,415 0.04 2．06 34,995

(4)

34，232 19 744 0.05 2.18

令和 元 年 239,745

(1)

234,337 113 5,295 0.05 2．26 207,943 203,235 99 4,609 0．05 2．26 31,802

(1)

31,102 14 686 0.04 2．20



機密性2

第20表勾留請求と勾留状の発付等
(昭和55, 60年，平成2, 7, 12, 17, 22, 27～令和元年）－簡裁・地裁

１
画
。
Ｉ

2 （ ）内は職権により発付された人員で外数である。
3令和元年は速報値である。

総 数

請求

(A)

発付 却下

(B)

取下げ

(C)

Ｂ
ｌ
Ａ

％

＋
Ａ
％

ＣＢ

簡 裁

請求

(D)

発付 却下

(E)

取下げ

(F)

Ｅ
ｌ
Ｄ

％

Ｆ＋
Ｄ
Ｅ

％

地 裁

請求

(G)

発付 却下

(H)

取下げ

(I)

Ｈ
ｌ
Ｇ

％

H+I

G

％

昭和55年 93,291

(5,298）

92,362 899 30 0．96 1.00 47,789

(789）

47,554 219 16 0.46 0.49 45,502

(4,509）

44,808 680 14 1.49 1.53

60 103,753

(5,692）

103,344 388 21 0．37 0．39 52,275

(723）

52,154 108 13 0．21 0．23 51,478

(4,969）
51，190 280 8 0．54 0．56

平成2年 76，914

(3,826）
76,525 378 11 0．49 0．51 42,700

(534）

42,614 76 10 0．18 0．20 34，214

(3,292）

33，911 302 1 0．88 0．89

7 90,977

(4,076）

90,664 287 26 0.32 0.34 47，168

(435）

47,092 66 10 0.14 0.16 43,809

(3,641）

43，572 221 16 0．50 0.54

12 122,916

(5,585）

122,354 549 13 0．45 0．46 62，533

(561)

62，427 94 12 0．15 0.17 60，383

(5,024）

59j927 455 1 0．75 0．76

17 152,445

(5,199)

151,720 711 14 0．47 0．48 78,690

(517)

78,548 133 9 0.17 0.18 73，755

(4,682）

73，172 578 5 0.78 0．79

22 123,289

(3,281）

121,634 1,648 7 1.34 1.34 75，833

(330)

75,445 384 4 0.51 0.51 47,456

(2,951）

46,189 1,264 3 2．66 2.67

27 115,888

(3,128)

111,979 3,891 18 3．36 3．37 70，604

(201)

69,538 1,053 13 1.49 1.51 45,284

(2,927）

42,441 2,838 5 6．27 6．28

28 111,391

(2,464）

106,995 4,394 2 3.94 3．95 66,592

(142）

65，222 1,369 1 2．06 2．06 44,799

ｊ
３
２
７
兜
〃
２
１

ノ
ー
４ 3,025 1 6．75 6．75

29 107,267

(2,534）
101,993 5,268 6 4.91 4．92 63,591

(151)

62,035 1,551 5 2.44 2．45 43,676

(2,383）
39,958 3,717 1 8.51 8.51

30 104,720

ｊ
４
４
４
沁
渇
，
（
ｘ
Ｕ

ｃ
９ 6,169 7 5．89 5．90 59,827

(137)

57,900 1,921 6 3.21 3.22 44,893

(2,227）
40,644 4,248 1 9.46 9.46

令和 元 年 100,379
(2,252）
94,115 6,262 2 6.24 6．24 58,049

(118)

55,936 2,111 2 3．64 3.64 42,330

(2,134)
38,179 4，151

一 9．81 9.81



機密性2

第21表通常第一審における勾留，保釈請求，保釈人員及びその割合

（昭和55, 60年，平成2, 7, 12, 17, 22, 27～令和元年）－簡裁・地裁

(注） 1 延べ人員である。

2 「勾留状が発付された人員」 とは，第一審において受理時に既に勾留されていた人員及び受理後，終局前に新たに

勾留状が発付された人員をいう。

3保釈が請求された人員には， 同一被告人に対して時を異にして保釈の請求があったときはその都度1人として計上

した。

4 勾留率は，新受人員のうち勾留状が発付された人員の割合とは一致しないが，統計上は近似する。

5保釈率は，勾留状が発付された人員のうち保釈が許可された人員の割合とは一致しないが，統計上は近似する。

6保釈許可率は，保釈が請求された人員のうち保釈が許可された人員の割合とは一致しないが，統計上は近似する。

7 令和元年は速報値である。

-21-

新受人員

(A)

その年中

に勾留状
が発付さ
れた人員

B)（

その年中

に保釈が

請求され

た人員

(c)

その年中に

保釈が許可
された人員

終局前(D) 終局後(E)

勾留率

Ｂ
一
Ａ

％

保 釈
請求率

Ｃ
ｌ
Ｂ

％

保釈率

Ｄ
ｌ
Ｂ

％

保 釈

許可率

D+E

C

％

総
数

昭和55年

60

平成2年

7

12

17

22

27

28

29

30

令和元年

115,911

115,899

79,850

84,028

109,728

130,221

98，551

83,387

78,891

75,511

75,225

72,937

57,683

61,693

43,922

50,850

67,906

82,798

65,125

55,517

51,587

48,910

48,190

46,297

39,598

29,301

20,814

17,501

18,292

19，539

20,809

22,812

23,918

23，294

22,534

23,223

19,150

14,224

11,008

8,958

8,831

10,396

11,741

14,233

15,182

15,230

15,493

14,813

1,716

859

640

374

282

310

477

802

1,129

1,360

1,468

1,339

49.8

53.2

55．0

60.5

61.9

63．6

66．1

66.6

65．4

64.8

64.1

63.5

68.6

47.5

47．4

34．4

26．9

23.6

32．0

41.1

46‘4

47.6

46.8

50.2

33．2

23.1

25.1

17.6

13.0

12.6

18.0

25．6

29．4

31.1

32.1

32.0

52.7

51.5

56．0

53.3

49.8

54，8

58．7

65.9

68．2

71.2

75．3

69.6

簡
裁

昭和55年

60

平成2年

7

12

17

22

27

28

29

30

令和元年

26,923

24,958

16,087

14,884

15,587

18,491

12,164

7,821

6,991

6,681

6,197

5,384

13,248

12,996

9,067

8,947

9,621

11,246

8,210

4,936

4,331

4,119

3,734

3,250

4,830

3,237

2,148

1,623

1,282

1,345

1,257

1,379

1,295

1,233

1,136

995

2,422

1,657

1,292

899

722

759

661

716

682

678

679

564

49

46

18

10

ー

5

3

10

10

24

ll

22

49.2

52.1

56．4

60.1

61．7

60.8

67．5

63.1

62．0

61.7

60．3

60.4

36．5

24．9

23．7

18.1

13.3

12.0

15.3

27．9

29.9

29．9

30．4

30．6

18．3

12.8

14.2

10．0

7.5

6.7

8.1

14.5

15．7

16.5

18．2

17．4

51.2

52．6

61.0

56.0

56．3

56．8

52．8

52．6

53.4

56．9

60.7

58．9

地
裁

昭和55年

60

平成2年

7

12

17

22

27

28

29

30

令和元年

88,988

90,941

63，763

69,144

94,141

111,730

86,387

75，566

71,900

68,830

69,028

67,553

44,435

48,697

34，855

41,903

58,285

71,552

56,915

50,581

47,256

44,791

44,456

43,047

34,768

26,064

18,666

15,878

17,010

18,194

19,552

21,433

22,623

22,061

21,398

22,228

16,728

12,567

9,716

8,059

8,109

9,637

11,080

13,517

14,500

14,552

14,814

14,249

1,667

813

622

364

282

305

474

792

1.119

1,336

1,457

1,317

49.9

､5

54．7

60．6

61.9

64.0

65.9

66.9

65．7

65.1

64．4

63.7

78.2

53.5

53.6

37．9

29.2

25．4

34．4

42.4

47．9

49.3

48.1

51.6

37.6

25.8

27．9

19.2

13．9

13.5

19.5

26．7

30．7

32．5

33．3

33.1

52.9

51.3

55.4

53．0

49.3

54．6

59．1

66.8

69.0

72．0

76．0

70．0



機密性2

第22表準抗告事件の処理状況 （平成22年～令和元年） ‐地裁

(注） 延べ人員であり，令和元年の数値は速報値である。

－22－

地 裁

新受人員

原裁判又は原処分

の取消し・変更の
あったもの

刑訴法
429条

平成22年

23

24

25

26

27

28

29

30

令和元年

7,172

7,608

9,016

9,438

9,570

10,323

10，868

11,166

13,263

14,643

1,327

1,371

1,577

1,512

1,775

2,018

2,115

2,205

2,541

2,832

刑訴法

430条

平成22年

23

24

25

26

27

28

29

30

令和元年

87

154

53

263

78

151

111

110

102

123

4

31

9

9

9

15

9

6

8

5


